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医
療
・
保
険
・
年
金

70
歳
以
上
の
医
療
に
つ
い
て

▼�

問
合
せ　

町
民
課☎

62

－

２
１
５
４

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
が
70

歳
に
な
る
と
、「
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

証
兼
高
齢
受
給
者
証
」が
交
付
さ
れ
ま
す
。

こ
の「
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
兼
高
齢

受
給
者
証
」の
見
た
目
は
、
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
と
ほ
ぼ
同
じ
体
裁
で
す
が
、
自

己
負
担
額
や
自
己
負
担
限
度
額
が
変
更
に
な

り
ま
す
。

70
歳
に
な
っ
た
と
き

　

70
歳
の
誕
生
日
の
翌
月
か
ら（
誕
生
日
が

１
日
の
人
は
そ
の
月
か
ら
）、「
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
証
兼
高
齢
受
給
者
証
」を
提
示

し
て
医
療
を
受
け
ま
す
。

75
歳
に
な
っ
た
と
き

　

75
歳
の
誕
生
日
当
日
か
ら
、
国
民
健
康
保

険
を
脱
退
し
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
医

療
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
後
期
高

齢
者
医
療
被
保
険
者
証
」が
交
付
さ
れ
ま
す

の
で
、「
国
民
健
康
保
被
保
険
者
証
兼
高
齢

受
給
者
証
」に
つ
い
て
は
、
す
み
や
か
に
役

場
へ
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

交
通
事
故
に
あ
っ
た
ら
・
・
・

第
三
者
行
為
に
よ
る
病
気
や
ケ
ガ

▼
問
合
せ　

町
民
課☎

62

－

２
１
５
４

　

交
通
事
故
な
ど
第
三
者
の
行
為
に
よ
っ
て

傷
病
を
受
け
た
場
合
に
も
、
届
け
出
に
よ
り

国
民
健
康
保
険
で
お
医
者
さ
ん
に
か
か
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
本
来
、
治
療
費
は
加
害
者

が
支
払
う
も
の
で
す
が
、
一
時
的
に
国
民
健

康
保
険
が
立
替
払
い
を
し
て
、
あ
と
か
ら
国

民
健
康
保
険
が
加
害
者
に
費
用
の
請
求
を
し

ま
す
。
示
談
の
前
に
必
ず
役
場
へ
連
絡
を
し

て
、
届
け
出
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
示
談
を
結
ん
で
し
ま
う
と
国
民
健

康
保
険
が
使
え
な
く
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

第
三
者
行
為
と
は
？

・
交
通
事
故

・
暴
力
行
為
を
受
け
た

・
他
人
の
飼
い
犬
に
噛
ま
れ
た
等

届
け
出
に
つ
い
て

　

交
通
事
故
に
あ
っ
た
ら
、必
ず
警
察
で「
事

故
証
明
書
」
を
も
ら
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
の

他
に
「
保
険
証
」「
印
鑑
」
及
び
「
本
人
の

身
元
確
認
書
類
」
を
持
参
の
う
え
、
国
保
の

窓
口
に
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

免
除
さ
れ
た
国
民
年
金
保
険
料
は

後
か
ら
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す

▼
問
合
せ　

川
越
年
金
事
務
所

☎
０
４
９

－

２
４
２

－

２
６
５
７

　

保
険
料
の
免
除
や
猶
予
の
承
認
を
受
け
た

期
間
が
あ
る
場
合
は
、
保
険
料
を
全
額
納
付

し
た
場
合
と
比
べ
て
年
金
額
が
低
額
と
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
が
、
追
納
制
度
を
利
用
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
免
除
等
の
承
認
を
受
け
た

期
間
に
つ
い
て
後
か
ら
保
険
料
を
納
め
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

注
意
事
項

・
追
納
が
で
き
る
の
は
過
去
10
年
以
内
に
免

除
等
が
承
認
さ
れ
て
い
る
期
間
に
限
ら
れ

ま
す
。

・
免
除
等
の
承
認
を
受
け
た
翌
年
度
か
ら
起

算
し
て
３
年
度
目
以
降
の
保
険
料
を
追
納

す
る
場
合
は
、
当
時
の
額
に
一
定
の
加
算

が
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
に
つ

い
て
は
、
保
険
料
の
追
納
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ご
存
知
で
す
か
？

国
民
年
金
保
険
料
の
前
納
制
度

▼
問
合
せ　

川
越
年
金
事
務
所

☎
０
４
９

－

２
４
２

－

２
６
５
７

　

国
民
年
金
に
は
、
一
定
期
間
の
保
険
料
を

前
払
い
す
る
と
割
引
に
な
る
「
前
納
」
制
度

が
あ
り
ま
す
。

　

前
納
制
度
に
は
、納
付
書
で
納
め
る
方
法
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
方
法
（
一
部
対

象
と
な
ら
な
い
カ
ー
ド
も
あ
り
ま
す
。）、
口

座
振
替
に
よ
る
方
法
が
あ
り
、
事
前
の
申
し

込
み
が
必
要
で
す
。

　

な
お
、
前
納
し
た
人
が
厚
生
年
金
等
に
加

入
し
た
と
き
は
、
そ
の
後
の
国
民
年
金
保
険

料
は
還
付
と
な
り
ま
す
。

商
業
系
区
域
の
指
定
に
伴
う

住
民
説
明
会
の
開
催

▼
問
合
せ　

ま
ち
づ
く
り
整
備
課

☎
62

－

０
７
２
１

　

嵐
山
町
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
許
可

等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
第
６
条
第
１
項
第

１
号
の
規
定
に
よ
る
商
業
施
設
の
立
地
を
可

能
と
す
る
区
域
指
定
に
あ
た
り
、
町
民
の
皆

さ
ま
の
ご
意
見
を
伺
う
た
め
の
住
民
説
明
会

を
開
催
し
ま
す
。

　

な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

状
況
等
に
よ
り
、
開
催
を
中
止
等
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
中
止
等
の
場
合
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

日　

時　

８
月
22
日（
日
）　

10
時

場　

所　

川
島
集
会
所

　
　

（
川
島
１
８
９
８
番
地
）

区
域
指
定
箇
所（
予
定
）

　

川
島
地
区
（
詳
細
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ま
た
は
窓
口
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。）

多
子
世
帯
に
よ
る

中
古
住
宅
取
得
の
補
助

▼
問
合
せ　
埼
玉
県
住
宅
課
総
務
・
民
間
住
宅
担
当

☎
０
４
８

－

８
３
０

－

５
５
６
３

　

埼
玉
県
で
は
多
子
世
帯
（
18
歳
未
満
の
子

が
３
人
以
上
ま
た
は
２
人
（
条
件
付
き
）
の

世
帯
）
を
対
象
に
中
古
住
宅
取
得
の
諸
経
費

に
対
し
て
補
助
を
行
っ
て
い
ま
す
。

補
助
金
額　

最
大
40
万
円

補
助
対
象
住
宅

　

戸
建
住
宅
：
床
面
積
１
０
０
㎡
以
上　
　

受
付
期
限　

令
和
４
年
３
月
15
日（
火
）

※
予
算
件
数
に
達
し
次
第
、
申
請
の
受
付
は

終
了
し
ま
す
。

※
埼
玉
県
の
補
助
金
に
併
せ
て
住
宅
供
給
公

社
助
成
金
を
受
け
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

建
築
物
の
ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
の
補
助

▼
問
合
せ　

埼
玉
県
建
築
安
全
課

☎
０
４
８

－

８
３
０

－

５
５
２
５

　

埼
玉
県
で
は
、
民
間
建
築
物
の
ア
ス
ベ
ス

ト
対
策
と
し
て
、
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
の
お
そ

れ
の
あ
る
吹
付
け
材
の
含
有
調
査
及
び
吹
付

け
ア
ス
ベ
ス
ト
の
除
去
等
工
事
の
費
用
に
対

し
て
補
助
を
行
っ
て
い
ま
す
。
詳
細
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

多
数
の
人
が
利
用
す
る
建
築
物
の

耐
震
診
断
・
耐
震
改
修
の
補
助

▼
問
合
せ　

埼
玉
県
建
築
安
全
課

☎
０
４
８

－

８
３
０

－

５
５
２
７

　

埼
玉
県
で
は
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に

建
築
確
認
を
受
け
て
建
築
さ
れ
た
建
築
物
の

う
ち
、
病
院
や
店
舗
、
ホ
テ
ル
な
ど
の
多
数

の
人
が
利
用
す
る
一
定
規
模
以
上
の
建
築
物

に
対
し
て
、
耐
震
診
断
、
耐
震
補
強
設
計
お

よ
び
耐
震
改
修
工
事
の
費
用
の
一
部
に
対
し

て
補
助
を
行
っ
て
い
ま
す
。
詳
細
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ア
ラ
イ
グ
マ
捕
獲
従
事
者

養
成
研
修
会
の
開
催

▼
問
合
せ　

環
境
課☎

62

－

０
７
１
９

　

ア
ラ
イ
グ
マ
に
よ
る
生
活
環
境
被
害
の
防

止
を
図
る
た
め
、
研
修
会
を
開
催
し
ま
す
。

日　

時　

・
第
一
回　

10
月
15
日（
金
）

（
申
込
締
切
日
）９
月
15
日（
水
）

・
第
二
回　

11
月
19
日（
金
）

（
申
込
締
切
日
）10
月
20
日（
水
）

※
時
間
は
各
日
と
も
13
時
30
分
～
16
時

定　

員　

各
回
40
名

場　

所　

埼
玉
県
東
松
山
地
方
庁
舎

受
講
資
格　

�

町
内
在
住
者
で
受
講
日
当
日
18

歳
以
上
の
方

申
込
み
方
法

　

環
境
課
へ
お
電
話
く
だ
さ
い
。

※�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
の
た

め
、各
回
の
参
加
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、

調
整
し
ま
す
。

ス
ポ
ー
ツ

町
民
ゴ
ル
フ
大
会
の
参
加
者
募
集

　

第
40
回
町
民
ゴ
ル
フ
大
会
を
開
催
い
た
し

ま
す
。
皆
さ
ま
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お

り
ま
す
。

日　

程　

10
月
18
日（
月
）

場　

所　

お
お
む
ら
さ
き
ゴ
ル
フ
倶
楽
部

対　

象
嵐
山
町
在
住
・
在
勤
者
ま
た
は
嵐
山
町
ゴ

ル
フ
連
盟
会
員

費　

用　

１
２
，０
０
０
円（
当
日
、各
自
精
算
）

※
乗
用
カ
ー
ト
、
プ
レ
ー
費
、
昼
食
代
、
を

含
み
ま
す
。

定　

員　

72
名

競
技
方
法

18
ホ
ー
ル
ス
ト
ロ
ー
ク
プ
レ
ー
（
新
ペ
リ

ア
方
式
）

申
込
期
間　

9
月
11
日（
土
）～
25
日（
土
）

申
込
方
法

　

電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ（
住
所
、
氏
名
、
生

年
月
日
、
性
別
、
電
話
番
号
、
町
内
在
勤
者

は
勤
務
先
を
記
入
）に
て
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

申
込
み
・
問
合
せ

嵐
山
町
ゴ
ル
フ
連
盟
理
会
長
・
奥
田
祐
三

☎
62

－

５
３
８
３　


62

－

３
５
２
３

そ
の
他

・
な
る
べ
く
４
人
１
組
に
な
る
よ
う
主
催
者

側
で
組
み
合
わ
せ
し
ま
す
。

・
表
彰
式
及
び
パ
ー
テ
ィ
は
行
い
ま
せ
ん
。


